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グローバル税務戦略と
リスクマネジメント
～迫りくるBEPS、TPP、間接税への対応～

　日本企業のグローバル化とともに、企業経営における国際税務戦略が複雑化しつ
つある。「税源浸食と利益移転（BEPS）」に対応した移転価格の文書化、「環太平洋
経済連携協定（TPP）」交渉の大筋合意による関税撤廃や削減への準備、各国・地域
ごとにめまぐるしく変化する間接税への対応など、国際税務には高度な知識と専門性
が要求されるが、企業の経理・財務部門では人材が不足気味だ。このため、税務IT
（情報技術）ソリューションの導入や、専門家からのアドバイスが求められている。

　

一
部
の
Ｉ
Ｔ
系
多
国
籍
企
業
の
極

端
な
租
税
回
避
策
に
ど
う
対
応
す
る

か
。
２
０
１
０
年
に
英
国
、
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
、
米
国
な
ど
で
社
会
問
題
と

な
り
、
そ
の
後
、
経
済
協
力
開
発
機

構
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）
を

中
心
に
進
め
ら
れ
て

き
た
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
は
、
10
月

に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
最
終
報
告
書
を
公
表

し
た
こ
と
で
、
全
容
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。

　

最
終
報
告
書
は
、
全
体
で
15
分
野

に
分
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
４
グ

ル
ー
プ
に
集
約
で
き
る
。「
デ
ジ
タ

ル
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
挑
戦
、
多
国
間
協

定
」（
プ
ラ
ン
１
、
15
）、「
国
際
的

一
貫
性
の
確
立
」（
２―

５
）、「
国

際
基
準
の
修
復
」（
６―

10
）、「
透

明
性
確
保
」（
11―

14
）
の
４
つ
だ
。

今
回
の
プ
ラ
ン
で
は
、
仲
裁
な
ど
紛

争
解
決
機
能
を
強
化
し
た
多
国
間
条

約
の
締
結
を
明
記
し
た
点
と
、
各
国

政
府
に
対
す
る
事
後
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

が
追
加
さ
れ
た
点
が
新
し
い
。

　

た
だ
し
、
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
対
し
て
は
、
米
国
と
英
仏
独
に

は
温
度
差
が
あ
る
。
米
国
は
タ
ッ
ク

ス
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
（
Ｃ
Ｆ
Ｃ
）
税
制

強
化
に
積
極
的
だ
が
英
国
は
消
極
的

で
、
逆
に
英
仏
独
は
多
国
間
条
約
に

積
極
的
だ
が
米
国
は
消
極
的
だ
。
ま

た
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
と
非
加
盟
国

と
の
間
、
さ
ら
に
は
途
上
国
間
に
も

温
度
差
は
存
在
す
る
。

　

日
本
企
業
の
場
合
は
、
透
明
性
確

保
の
た
め
の
移
転
価
格
の
文
書
化
が

重
荷
と
な
る
。
文
書
化
は
国
別
報
告

書
と
ロ
ー
カ
ル
フ
ァ
イ
ル
と
マ
ス
タ

ー
フ
ァ
イ
ル
の
３
重
構
造
に
な
っ
て

お
り
、
企
業
規
模
が
考
慮
さ
れ
て
い

な
い
た
め
、
今
後
は
中
小
企
業
を
視

野
に
入
れ
た
小
規
模
対
応
措
置
を
検

　

日
系
企
業
の
移
転
価
格
リ
ス
ク
は
、

ま
ず
税
務
調
査
対
応
か
ら
考
え
る
必

要
が
あ
る
。
親
会
社
の
税
務
調
査
の

場
合
、
課
税
当
局
は
原
則
と
し
て
法

人
税
と
移
転
価
格
を
同
時
調
査
と
し

て
実
施
し
て
い
る
が
、
移
転
価
格
調

査
の
対
象
は
大
き
く
分
け
て
２
つ
あ

る
。
１
つ
は
役
務
提
供
取
引
お
よ
び

親
子
間
貸
し
付
け
な
ど
の
金
融
取

引
。
も
う
１
つ
は
棚
卸
資
産
取
引
お

よ
び
無
形
資
産
取
引
だ
。
前
者
は
、

国
外
関
連
者
に
対
す
る
寄
付
金
と
さ

れ
る
リ
ス
ク
が
あ
り
、
後
者
も
例
え

ば
子
会
社
支
援
の
た
め
の
値
引
き
も

寄
付
金
と
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
あ
る
。

　

一
方
、
海
外
子
会
社
の
税
務
調
査

の
場
合
、
移
転
価
格
文
書
の
有
無
に

か
か
わ
ら
ず
、
営
業
利
益
率
が
低
け

れ
ば
現
地
課
税
当
局
が
納
得
し
な
い

リ
ス
ク
も
あ
る
。

　

そ
れ
ら
の
対
応
に
は

移
転
価
格
文
書
の
作
成

以
前
の
問
題
と
し
て
、

親
会
社
か
ら
の
出
向
者

と
親
会
社
の
経

理
部
な
ど
が
課

税
当
局
と
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
、

タ
イ
ム
リ
ー
に
課
税
当
局
に

情
報
を
提
供
で
き
る
体
制
を

作
る
こ
と
が
重
要
だ
。
Ｂ
Ｅ

Ｐ
Ｓ
対
応
の
移
転
価
格
文
書

に
多
少
の
不
備
が
あ
っ
て
も

す
ぐ
に
課
税
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
次
回
の
税
務
調
査

に
向
け
て
足
元
を
固
め
て
い

く
こ
と
が
肝
要
だ
。

　

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
対
応
の
文
書
化

の
導
入
を
契
機
と
し
て
、
移

転
価
格
文
書
の
作
成
方
法
に

つ
い
て
見
直
す
こ
と
も
重
要

だ
。
一
般
的
に
は
、
移
転
価

格
文
書
は
外
部
専
門
家
に
委

託
す
る
が
、
税
制
改
正
で
Ｂ

Ｅ
Ｐ
Ｓ
対
応
の
文
書
化
が
義

務
化
さ
れ
る
と
、
需
要
が
急

増
し
委
託
先
が
飽
和
状
態
と
な
っ
て

し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
場

合
、
多
く
の
企
業
が
自
社
で
作
成
せ

ざ
る
を
得
な
い
事
態
が
想
定
さ
れ

る
。
今
後
、
移
転
価
格
文
書
の
コ
モ

デ
ィ
テ
ィ
ー
化
が
進
む
と
、
い
ず

れ
企
業
は
自
社
で
文
書
化
を
実
施

す
る
時
期
が
必
ず
来
る
と
思
う
。

　

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
対
応
後
の
移
転
価
格

文
書
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、
①
移
転
価

格
文
書
の
更
新
を
税
務
調
査
の
タ

イ
ミ
ン
グ
に
合
わ
せ
る
②
独
立
企

業
間
価
格
の
許
容
幅
（
Ａ
Ｌ
Ｐ
レ

ン
ジ
）
の
設
定
方
法
の
共
通
化
③

移
転
価
格
の
価
格
調
整
金
の
導
入

―
―

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
移
転
価
格
文
書
化
コ
ス

ト
低
減
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、

①
自
社
で
の
作
成
に
備
え
て
人
的

リ
ソ
ー
ス
を
確
保
②
移
転
価
格
文

書
の
管
理
ツ
ー
ル
を
活
用
③
文
書

化
対
象
子
会
社
を
明
確
に
す
る
自

主
ル
ー
ル
を
策
定
④
移
転
価
格
算

定
方
法
に
つ
い
て
取
引
単
位
営
業

利
益
法
（
Ｔ
Ｎ
Ｍ
Ｍ
）
偏
重
を
見

直
す
こ
と―

―

が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
の
文
書
化
は
日
系
企
業

に
と
っ
て
確
か
に
大
き
な
負
担
だ

が
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
強
化
す
る
絶
好

の
機
会
と
前
向
き
に
考
え
る
こ
と
も

で
き
る
。
海
外
に
子
会
社
を
数
百
社

も
っ
て
い
る
よ
う
な
大
企
業
で
も
、

現
地
情
報
を
タ
イ
ム
リ
ー
に
収
集
し

情
報
を
統
合
し
て
リ
ポ
ー
ト
化
す
る

と
い
っ
た
作
業
は
、
ま
だ
整
っ
て
い

る
と
は
い
え
な
い
。

　

当
社
は
情
報
サ
ー
ビ
ス
企
業
の
ト

ム
ソ
ン
と
通
信
社
の
ロ
イ
タ
ー
が
２

０
０
８
年
に
合
併
し
て
で
き
た
会
社

で
あ
り
、
日
々
大
量
の
イ
ン
テ
リ
ジ

ェ
ン
ト
情
報
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
う

し
た
背
景
か
ら
当
社
で
は
Ｂ
Ｅ
Ｐ

Ｓ
、
関
税
、
間
接
税
な

ど
の
文
書
化
に
活
用
で

き
る
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
も

開
発
し
て
い
る
。

　

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
に
つ
い
て

は
、「O

NESO
URCE 

W
orkFlow M

anager

」

と
い
う
ウ
ェ
ブ
ベ
ー
ス

の
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
を
用
意
し
て
い

る
。
例
え
ば
、
国
別
（
Ｃ
ｂ
Ｃ
）
報

告
書
は
、
エ
ク
セ
ル
感
覚
の
画
面
に

各
国
の
子
会
社
が
数
字
を
入
力
す
る

だ
け
で
、
１
つ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に

集
約
可
能
だ
。
リ
ポ
ー
ト
も
自
動
的

に
生
成
で
き
る
。
承
認
プ
ロ
セ
ス
機

能
の
ほ
か
、
期
日
超
過
の
子
会
社
に

督
促
メ
ー
ル
を
配
信
す
る
機
能
も
あ

る
。
従
来
の
連
結
会
計
シ
ス
テ
ム
な

ど
を
補
完
す
る
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と

し
て
も
最
適
だ
。

　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
が
発
効
す
れ
ば
、
原
産
地

証
明
を
自
主
発
行
で
き
る
た
め
貿
易

協
定
が
使
い
や
す
く
な
る
半
面
、
監

査
・
調
査
の
手
間
が
増
え
る
。
こ
れ

を
シ
ス
テ
ム
化
し
た
も
の
が
、
当
社

の
「O

N
E
SO
U
R
C
E
 G
lobal 

Trade M
anagem

ent

」
だ
。
多

様
な
自
由
貿
易
協
定
（
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
に

対
応
し
て
お
り
、
自
社
製
品
が
Ｆ
Ｔ

Ａ
の
原
産
地
規
制
を
満
た
し
て
い
る

か
の
判
定
、
証
明
書
の
発
行
も
自
動

化
で
き
る
。
監
査
対
応
も
万
全
と
し

た
上
で
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
活
用
も
効
率
化
で

き
る
だ
ろ
う
。

　

間
接
税
は
各
国
に
多
様
な
税
制
と

税
率
が
あ
り
、
複
雑
化
が
進
ん
で
い

る
。
米
国
で
は
税
コ
ー
ド
を
選
ぶ
作

業
だ
け
で
専
任
職
が
必
要
な
ほ
ど

だ
。「O

NESO
URCE Indirect 

Tax D
eterm

ination

」
は
、
当

社
が
保
有
す
る
50

カ
国
の
税
デ
ー
タ

エ
ン
ジ
ン
を
活
用

し
て
も
ら
う
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
だ
。

シ
ス
テ
ム
の
ア
ッ
プ
グ
レ
ー
ド
は
当

社
が
行
う
た
め
、
人
的
ミ
ス
、
税
務

調
査
時
の
作
業
な
ど
の
リ
ス
ク
や
手

間
が
大
幅
に
軽
減
で
き
る
。
こ
う
し

た
Ｉ
Ｔ
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
を
活
用
す

る
こ
と
で
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
ぜ
ひ
強

化
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
な
税
務
管
理
と
ガ
バ

ナ
ン
ス
、
通
関
と
グ
ロ
ー
バ
ル
取
引

の
自
動
化
、
取
引
に
関
す
る
税
務
の

自
動
化
と
い
う
３
点
に
つ
い
て
、
グ

ロ
ー
バ
ル
企
業
の
Ｉ
Ｔ
化
事
例
を
紹

介
す
る
。

　

日
本
に
本
社
を
置
く
Ａ
社
は
、
世

界
70
カ
国
で
事
業
展
開
す
る
製
薬
企

業
だ
。
税
務
管
理
は
各
国
で
行
っ
て

い
た
が
、
一
元
管
理
に
よ
る
リ
ス
ク

回
避
を
望
ん
で
い
た
。
ま
ず
税
務
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
を
採
用
し
、
さ
ま
ざ
ま

な
オ
プ
シ
ョ
ン
を
精
査
し
た
上
で
当

社
の
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ

ン
を
選
択
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
70
カ
国
全
て
の
税
務

プ
ロ
セ
ス
を
標
準
化
し
自
動
化
が
図

れ
た
。
複
数
国
間
の
業
績
比
較
や
、

税
業
務
の
進
捗
状
況
も
可
視
化
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

関
税
対
策
で
は
、
コ

マ
ツ
の
事
例
を
紹
介
し

た
い
。
コ
マ
ツ
は
日
本

に
本
社
を
置
き
、
世
界

各
国
に
１
７
５
社
の
子

会
社
を
も
つ
グ
ロ
ー
バ

ル
企
業
だ
。
ブ
ラ
ジ

ル
に
は
工
業
関
連
特
別
関
税
制
度

（
Ｒ
Ｅ
Ｃ
Ｏ
Ｆ
）
が
あ
り
、
コ
マ

ツ
は
ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
歳
入
庁
が
定

め
る
基
準
の
順
守
と
生
産
性
向
上

を
同
時
に
実
現
す
る
包
括
的
ソ
リ

ュ
ー
シ
ョ
ン
を
探
し
て
い
た
。
そ

の
結
果
、
ブ
ラ
ジ
ル
政
府
の
シ
ス

テ
ム
と
も
連
携
す
る
当
社
の
「
Ｒ

Ｅ
Ｃ
Ｏ
Ｆ　

Ｓ
Ｙ
Ｓ
」
を
採
用

し
、
現
在
で
は
エ
ン
ド
・
ツ
ー
・

エ
ン
ド
の
自
動
化
し
た
関
税
・
貿

易
プ
ロ
セ
ス
を
実
現
し
て
い
る
。

シ
ス
テ
ム
統
合
に
よ
る
プ
ロ
セ
ス

の
自
動
化
で
、
通
関
業
者
関
連
コ

ス
ト
を
90
％
削
減
し
、
輸
入
リ
ー

ド
タ
イ
ム
も
30
％
削
減
で
き
た
。

　

３
番
目
は
米
国
に
本
社
を
置

き
、
１
０
０
カ
国
以
上
で
事
業
展

開
し
て
い
る
レ
ー
ザ
ー
プ
リ
ン
タ

ー
の
ベ
ン
ダ
ー
。
税
務
プ
ロ
セ
ス
を

Ｓ
Ａ
Ｐ
に
一
元
化
し
、
ア
ウ
ト
ソ
ー

シ
ン
グ
し
た
い
と
の
要
望
が
あ
っ

た
。

　

当
社
の
間
接
税
に
関
す
る
ソ
リ
ュ

ー
シ
ョ
ン
提
供
企
業
は
現
在
４
０
０

社
程
度
だ
が
、
Ｓ
Ａ
Ｐ
、
Ｏ
Ｒ
Ａ
Ｃ

Ｌ
Ｅ
、
あ
る
い
は
既
存
の
他

の
シ
ス
テ
ム
と
も
互
換
性
が

高
い
。
当
社
シ
ス
テ
ム
に
ア

ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
し
た
結

果
、
こ
の
会
社
は
取
引
に
関

す
る
税
務
の
全
て
を
中
央
管

理
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
税

制
関
連
の
改
定
・
変
更
も
ベ

ン
ダ
ー
が
対
応
す
る
た
め
、

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
関
連
コ

ス
ト
を
下
げ
、
精
度
も
向
上

で
き
た
。

　

人
海
戦
術
は
、
も
は
や
税

務
の
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
は

い
え
な
い
。
Ｉ
Ｔ
ソ
リ
ュ
ー

シ
ョ
ン
を
活
用
す
れ
ば
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
は
強
化
さ

れ
、
皆
さ
ん
は
ビ
ー
チ
で
楽

し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
。

　

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
す

る
最
終
報
告
書
は
、
始
ま
り
に
過
ぎ

な
い
。
最
終
報
告
書
は
勧
告
で
あ

り
、
実
行
は
個
々
の
国
に
委
ね
ら
れ

て
い
る
た
め
、
税
制
改
正
の
内
容
や

時
期
は
各
国
で
異
な
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
、
今
後
数
年
間
は
混
沌
と
し
た

課
税
環
境
が
生
ま
れ
る
。

　

勧
告
の
中
で
も
、
透
明
性
に
関
す

る
記
述
は
世
界
中
に
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
す
。
連
結
ベ
ー
ス
で
年
間
７
億

５
０
０
０
万
ユーロ
以
上
の
売
り
上
げ
の

あ
る
企
業
が
対
象
だ
が
、
20
年
に
は

さ
ら
に
引
き
下
げ
が
予
想
さ
れ
る
。

既
に
英
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
オ

ラ
ン
ダ
、
ス
ペ
イ
ン
な
ど
は
、
自
国

内
で
事
業
活
動
を
行
っ

て
い
る
多
国
籍
企
業
に

つ
い
て
16
年
１
月
１
日

以
降
は
国
別
報
告
書
の

開
示
を
求
め
る
と
し
て

お
り
、
こ
の
動
き
は
今

後
さ
ら
に
広
が
る
。
自

社
シ
ス
テ
ム
が
、
移
転

価
格
の
３
文
書
の
義
務
を
満
た
す
か

ど
う
か
、
税
務
調
査
の
前
に
精
査
す

る
必
要
が
あ
る
。

　

ま
た
、
経
済
実
体
の
原
則
も
重
要

だ
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
恒
久
的
施
設
（
Ｐ

Ｅ
）
の
定
義
変
更
や
、
２
国
間
租
税

条
約
の
変
更
を
と
も
な
う
Ｐ
Ｅ
の
厳

格
化
を
行
う
可
能
性
が
あ
る
。
持
ち

株
会
社
な
ど
に
つ
い
て
も
実
体
の
必

要
性
が
強
調
さ
れ
、
リ
ス
ク
、
資
本

お
よ
び
無
形
資
産
に
対
す
る
リ
タ
ー

ン
を
中
心
に
、
所
得
配
分
と
実
態
と

の
整
合
性
確
保
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ

う
。

　

日
本
の
税
制
は
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
ル
ー
ル

の
多
く
を
既
に
包
含
し
て
お
り
、
移

転
価
格
の
文
書
化
が
最
大
の
課
題
と

さ
れ
て
い
る
が
、
文
書
を
作
れ
ば
済

む
問
題
で
は
な
い
。
日
本
に
子
会
社

を
も
つ
米
国
企
業
な
ど
は
、
既
に
英

国
で
の
対
応
を
参
照
し
て
改
革
に
着

手
し
て
い
る
。
日
本
企
業
も
、
子
会

社
が
所
在
す
る
国
で
の
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
対
応
、
持
ち
株
会
社
形
態
の

グ
ル
ー
プ
構
造
の
検
討
、
Ｐ
Ｅ
認
定

を
避
け
る
方
策
の
実
行
可
能
性
の
検

討
、
現
地
課
税
当
局
の
動
向
調
査
な

ど
、
今
後
必
要
と
さ
れ
る
対
応
は
多

岐
に
わ
た
る
だ
ろ
う
。

　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
は
、
多
国
籍
企
業
の
現
状
維
持

時
代
の
終
わ
り
を
告
げ
て
い
る
。
タ

ッ
ク
ス
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
、

タ
ッ
ク
ス
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
は
確
実
に
変
化
す

る
。
多
国
籍
企
業
は
今
後
も
グ
ロ
ー

バ
ル
な
節
税
、
税
リ
ス
ク
の
最
小
化

を
目
指
す
だ
ろ
う
が
、
税
務
当
局
か

ら
の
透
明
性
確
保
の
要
請
は
確
実
に

高
ま
る
。
親
会
社
が
ど
こ
に
あ
る
に

せ
よ
、
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
へ
の
取
り
組
み
を

無
視
す
る
こ
と
は
、
リ
ス
ク
の
増
大

以
外
の
何
者
で
も
な
い
。

討
し
て
い
く
べ
き
だ
。

　

国
際
税
務
で
は
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
だ
け
で

な
く
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
や
間
接
税
も
影
響
が

大
き
い
。
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
や
サ

プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

を
分
散
す
る
に
せ
よ
集
中
す
る
に
せ

よ
、
税
制
に
は
国
境
が
あ
る
た
め
、

地
域
を
ま
た
ぐ
裁
定
取
引
も
視
野
に

入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
Ｔ
Ｐ

Ｐ
が
ア
ジ
ア
で
実
効
化
す
る
と
し

て
、
他
方
で
は
北
米
自
由
貿
易
協
定

（
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
や
東
ア
ジ
ア
地
域

包
括
的
経
済
連
携
（
Ｒ
Ｃ
Ｅ
Ｐ
）、

ア
ジ
ア
太
平
洋
自
由
貿
易
圏
（
Ｆ
Ｔ

Ａ
Ａ
Ｐ
）
な
ど
も
あ
り
、
経
済
が
ブ

ロ
ッ
ク
化
し
て
い
く
こ
と
も
予
想
さ

れ
る
。
多
国
間
協
定
が
う
ま
く
機
能

し
て
も
、
ブ
ロ
ッ
ク
間
で
は
条
件
相

違
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
た

め
、
裁
定
取
引
に
対
す
る
目
配
り
は

欠
か
せ
な
い
。

　

で
は
、
ポ
ス
ト
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
の
国
際

課
税
と
し
て
何
か
考
え
ら
れ
る
の

か
。
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
は
生
じ
る
の

か
。
物
的
所
在
に
恒
久
的
施
設
の
根

本
を
求
め
る
と
い
う
１
０
０
年
前
の

発
想
は
修
正
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
源
泉
地
国
と
居
住
地
国
、
あ
る

い
は
２
国
間
や
多
国
間
で
の
課
税
権

配
分
と
い
う
発
想
が
消
え
る
こ
と
は

な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
パ

ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
は
起
こ
ら
な
い
と

い
う
の
が
妥
当
な
見
方
だ
。

　

税
制
は
主
権
が
支
配
す
る
と
こ
ろ

に
あ
り
、
国
に
よ
っ
て
税
制
が
違
う

の
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
米
国
は

自
国
の
利
害
を
最
優
先
し
て
お
り
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
へ
の
奉
仕
に
消
極
的
だ
。

一
方
で
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
、

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
は
風
が
や
む
の
を

待
っ
て
い
る
。
外
資
導
入
へ
の
魅
力

を
感
じ
て
い
る
の
は
、
欧
州
も
米
国

も
日
本
も
新
興
国
も
同
じ
だ
。
こ
の

よ
う
に
、
外
資
を
締
め
つ
け
る
だ
け

が
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
で
は
な
い
。
悲
観
論
も

楽
観
論
も
、
こ
こ
で
は
必
要
な
い
。

　

た
だ
、
現
実
に
激
動
す
る
税
制
に

は
、
対
応
す
る
こ
と
が
不
可
避
だ
。

そ
の
際
に
留
意
し
て
ほ
し
い
の
は
、

税
務
は
法
務
リ
ス
ク
だ
と
い
う
こ

と
。
ポ
ス
ト
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
時
代
に
は
、

経
理
あ
る
い
は
財
務

と
い
う
文
脈
だ
け
で

税
務
を
と
ら
え
て
い

る
と
、
思
わ
ぬ
落
と

し
穴
に
落
ち
か
ね
な
い
。
法
務
リ
ス

ク
で
あ
る
以
上
、
社
内
情
報
管
理
と

効
率
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
肝

に
な
る
。
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対
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多
国
籍
企
業
の
現
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維
持
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わ
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中堅企業は自社での文書化も想定すべき
社
内
情
報
管
理
と
効
率
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
肝


